
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 共同行為の内容に関する事項 

(1) 共同行為の対象と

する商品又は役務 

めっき加工（他の業者の所有に属する原材料にめっき加工処理を行っ

て加工賃を受取る賃加工を含む） 

(2) 共同行為の内容 ☑１ 各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格（消費税額分

を転嫁する前の価格）に消費税額分を上乗せする旨の決定 

（めっき加工                     ） 

 

□２ 消費税率引上げ後に発売する新製品について各事業者がそれ

ぞれ自主的に定める本体価格（消費税額分を転嫁する前の価格）

に消費税額分を上乗せする旨の決定

（                          ） 

 

□３ 消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法の

決定〔切上げ、切捨て、四捨五入、その他    単位  円〕

（                          ） 

 

□４ その他〔具体的に                  〕 

   （                         ） 

 

(3) 共同行為の実施期

間 

平成２６年 ４月 １日～平成２９年 ３月３１日 

(4) 共同行為の実効を

確保するための手

段 

☑１ 有 → 〔具体的に 違反者には注意を行う〕 

□２ 無  

                    

 

 

 

 

共同行為の実施期間について 

 

転嫁・表示カルテルの実施期間の終了日を平成 29 年 3 月 31 日とする転嫁・表示カルテルの

届出書を平成 27年 4月 1日より前に公正取引委員会に提出している場合は当該届出書に

記載された転嫁・表示カルテルの実施期間の終了日を平成 33年 3月 31日とみなすことと

改正しています。 

 

 

《参考》 

 消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関

する規則（平成 25年公正取引委員会規則第 4 号） 

 附則 共同行為の実施期間の終了日に関する経過措置 2 及び 3 

https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/hourei_tenkataisaku/todokedekouhyou

.html 

※ 

※ 

https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/hourei_tenkataisaku/todokedekouhyou.html
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/hourei_tenkataisaku/todokedekouhyou.html

